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　Ⅲ　食品の安全性を確保するための監視、指導
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　Ⅳ　事業者の自主的な衛生管理と食品表示の
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　「食」は、私たちが生きていくうえで欠かすことのできない重要なもので
す。現在わが国は、世界各国から様々な食品を輸入する一方で、国内で
製造される食品も生産から消費までの過程は複雑多様化し、消費者の目
からは不透明な状態のものもあります。
　このようななか、腸管出血性大腸菌O１５７、ノロウイルスやカンピロバク
ターを原因とする食中毒事件の発生など、市民の食の安全・安心への関
心が高まっています。

　本市では、平成１５年５月に制定された食品安全基本法や平成１５年に
大幅に改正された食品衛生法の趣旨を踏まえ、積極的に食の安全確保を
図るため、平成１７年３月に「食の安全基本方針」を策定しました。
　この基本方針では、総合的な食の安全の確保を図る上での基本的な考
え方、市民に身近でわかりやすい施策の方向性を示すため、行政、事業
者及び消費者の役割を明らかにするとともに、本市の施策について６つの
取組方針を定めています。

　これらの取り組みをさらに実効性あるものにするため、平成２０年度より
「食の安全基本方針アクションプラン」を策定することとしました。
　このアクションプランは、基本方針で定められた取組に対応した事業につ
いて市民にわかりやすく紹介するとともに、数値目標等（※注）の設定が可
能なものについてはこれらを定めて進行管理を行っていくものであり、年度
ごとに策定します。
 
　本市ではこのアクションプランに沿って、埼玉県をはじめ関係自治体や
食品事業者、消費者と連携を図りながら、食の安全・安心対策に取り組ん
でまいります。

※注
・質の向上を目指す事業等については、目標とする水準に向けての方策等を定めます。
・発生数を合理的に予測しがたい事業については、数値目標設定の対象外とします。

１ 策定の趣旨
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　　アクションプランは、さいたま市食の安全基本方針で定められている「６
つの基本的な取組」及び「具体的な取組」に沿って、食の安全・安心の実
現に向けて関係各課所が実施している事業を市民にわかりやすく紹介す
るとともに数値目標等を掲げることにより、本市の食の安全確保に対する
取り組みを確かなものとするための具体的な行動計画とするものです。
　　なお、令和５年度のアクションプランでは、５７のアクションに取りまとめ
ています。

　計画期間は単年度とし、年度毎に事業が目指す目標を定めていきます。

　　アクションプランに基づく施策の進行管理は、生活衛生課が行い、当該年度の実施結果及び翌年度の実
施目標等について、「さいたま市食の安全委員会」に報告し、意見等を反映させていきます。
　法律や制度改正による基本方針の見直しや、事業の実施状況に変更が生じる場合には見直しを行いま
す。

２ アクションプランの性格

３ 計画期間

４ 進行管理
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ア）ホームページによる市民への情報提供の充実
イ）市報さいたまやSNS等を活用した情報の配信
ウ）監視指導の実施状況の公表

ア）食の安全委員会の開催
イ）食の安全に関する消費生活展の開催
ウ）食の安全に関する説明会等の開催
エ）食中毒予防・手洗い等に関する講習会の実施
オ）食の安全市民ネットワーク推進員の設置

ア）啓発用品による食の安全意識の普及
イ）説明会等の開催による食の安全に関する知識の普及啓発
ウ）一日食品衛生監視員の開催
エ）細菌性食中毒予防対策街頭キャンペーンの実施
オ）ノロウイルス食中毒予防対策街頭キャンペーンの実施
カ）食の安全・安心市民講習会の開催

ア）保健所による食の安全に関する相談の受付
イ）消費生活相談の受付

ア）庁内調整組織としての食の安全対策会議等の開催
イ）国・県・他政令市等との連携強化

ア）食品衛生監視指導計画の策定

ア）市内営業施設に対する食品衛生監視指導

イ）施設の衛生指導に係る検査の実施

ア）食品衛生検査施設業務管理体制の充実
イ）食品衛生検査施設の外部精度管理調査への参加

ア）市内生産、製造、流通及び販売食品の検査の実施
イ）施設の衛生指導に係る検査の実施
ウ）検査機能の充実

ア）BSEスクリーニング検査の実施
イ）と畜検査等の実施
ウ）外部検証の実施

ア）学校給食衛生管理講習会の実施
イ）学校給食用食材の微生物検査の実施
ウ）学校給食用食材の理化学検査の実施
エ）学校給食用食材及び調理器具等の細菌検査の実施
オ）学校給食用の食器・器具等の化学検査の実施
カ）腸内細菌検査の実施
キ）食の安全に関する情報の提供
ク）食中毒予防・手洗い等に関する講習会の実施
ケ）食品関係事業者等への衛生教育の実施

５ 施策の体系図

Ⅰ.食の安全に

関する情報を

迅速にわかり

やすく提供 し

ます

Ⅰ-（１） 広報媒体を活用した情報提供

Ⅰ-（２） 消費者、事業者及び行政の積極的な意見交換と消費者主体の活動支援

Ⅰ-（３） 食の安全に関する知識の普及啓発

Ⅱ.食の安全に

関する相談に

積極的に応じ

ます

Ⅱ-（１） 相談等への迅速な対応

Ⅱ-（２） 相談等における関係部局との連携

Ⅲ.食品の安全

性を確保する

ための監視、

指導及び検査

を強化します

Ⅲ-（１） 監視指導計画の策定

Ⅲ-（２） 生産、製造、加工、流通、販売及び調理の各段階における監視指導の充実

Ⅲ-（３） 食品衛生検査の信頼性確保

Ⅲ-（４） 検査体制の充実強化

Ⅲ-（５） 食肉処理における食肉の安全性の確保

Ⅲ-（６） 学校、保育園、福祉施設等給食関係者への講習会、指導等の充実

3



ア）食品関係事業者等への衛生教育の実施
イ）食品関係団体と連携した自主的な衛生管理の推進

ア）食品衛生推進員による自主衛生管理の推進

ア）食品表示にかかる相談受付、指導及び啓発の実施

ア）埼玉県食品表示監視協議会への出席

ア）農薬等使用の啓発活動

ア）第３次さいたま市食育推進計画の推進における会議の開催
イ）食育の普及啓発

ア）サイエンスラボの開催
イ）みんなで学ぼう！食品衛生の開催

ア）学校の教育活動全体を通じて行う食育への支援
イ）学校訪問指導
ウ）栄養教諭の配置及び配置校での研修
エ）教職員を対象とした研修の実施
オ）啓発活動

ア）自分にとって適切な食事の内容・量の普及啓発
イ）栄養関係団体等への育成支援
ウ）食生活改善推進員の育成支援
エ）食生活改善推進員養成講座の開催
オ）学校給食における地場産食材の活用及び日本型食生活や食文化の伝承

ア）生活習慣病等予防教室の開催
イ）生活習慣病予防学校検診の実施

    

ア）保健機能食品等についての正しい知識の普及啓発

ウ）健康づくり協力店における健康づくりに関する情報・バランスメニューの提供の推進

Ⅳ.事業者の自

主的な衛生管

理と食品表示

の適正化を推

進します

Ⅳ-（１） 事業者への研修実施

Ⅳ-（２） ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の指導

Ⅳ-（３） 適正でよりわかりやすい食品表示の指導・啓発

Ⅳ-（４） 関係機関との連携強化

Ⅴ.安全で安心

できる食生活

の一助として、

地産地消を推

進します

Ⅴ 農薬の適正使用

Ⅵ.市民一人ひ

とりが食を大

切に思う気持

ちと、望まし
い食習慣を身
につけるため、
「食育」を推進

Ⅵ-（１） 食育推進計画の推進

Ⅵ-（２） 食への関心を深めるための体験・体感学習の推進

Ⅵ-（３） 学校における食育の推進

Ⅵ-（４） 栄養バランスのとれた食生活の定着

Ⅵ-（５） 食を通じた健康づくりのための情報提供

Ⅵ-（６） 「確かな目をもって食べる」ための知識の啓発
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ア）　ホームページによる市民への情報提供の充実

イ）　市報さいたまやSNS等を活用した情報の配信

ウ）　監視指導の実施状況の公表

ア）　食の安全委員会の開催

イ）　食の安全に関する消費生活展の開催

【生活衛生課】

　「市報さいたま」や広報課所管の市ＳＮＳ等を活用した情報の配信を行うことにより、食の安全に関する情報
提供を拡大していきます。

アクション１ 令和５年度目標 令和５年度実績 達成度 備考

達成度 備考

食品衛生監視指導計画実施結果公表 ６月末 ６月９日 A

「市報さいたま」やＳＮＳ等による情報配信 年６０回
正確でわかりやすい
情報の提供に努めた
（７６回）

A

食の安全委員会の開催 年４回 年４回

【消費生活総合センター】

　消費者の支援を目的とした消費生活展を開催し、食の安全や環境にやさしい消費生活などの情報を提供
します。

A

Ⅰ－（１）　広報媒体を活用した情報提供

【保健衛生総務課、生活衛生課】

　ポータルサイト「さいたま市食育なび」において、食育に関する市及び各種団体からの一元的な情報発信・
情報交換を図ります。また、市ホームページ等を通じ、食中毒事件や規格基準違反食品などの情報を、より
正確にわかりやすく提供していきます。

【生活衛生課】

　ホームページを活用し、毎年度の監視指導計画の実施結果を翌年度６月末までに公表するとともに、夏期
や年末の一斉監視結果についても、その都度公表します。

アクション３ 令和５年度目標 令和５年度実績 達成度 備考

アクション２ 令和５年度目標 令和５年度実績

「さいたま市食育なび」による食育に関する
情報発信

正確でわかりやすい
情報の提供

正確でわかりやすい
情報の提供に努めた
（「さいたま市食育な
び」アクセス数２５６，
３００件）

市ホームページ等を通じた食の安全情報
の発信

正確でわかりやすい
情報の提供

正確でわかりやすい
情報の提供に努めた
（４６件）

Ⅰ－（２）　消費者、事業者及び行政の積極的な意見交換と消費者主体の
　　　　　　活動支援

【生活衛生課】

　消費者、事業者、生産者及び学識経験者で構成される「食の安全委員会」を開催し、食の安全・安心の確
保を図るための意見・提言をいただき、よりよい施策の策定に努めます。

アクション４ 令和５年度目標 令和５年度実績 達成度 備考

アクション５ 令和５年度目標 令和５年度実績

消費生活展の開催 年１回 年１回

達成度 備考

A

Ⅰ 食の安全に関する情報を迅速にわかりやすく提供します

６ 個別施策

A:達成（１００％）、B：ほぼ達成（８０％以上）、C：未達成（８０％未満）
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ウ）　食の安全に関する説明会等の開催

エ）　食中毒予防・手洗い等に関する講習会の実施

オ）　食の安全市民ネットワーク推進員の設置

ア）　啓発用品による食の安全意識の普及

イ）　説明会等の開催による食の安全に関する知識の普及啓発

※アクション６の再掲

食の安全フォーラム等の開催 年３回 年３回

【生活衛生課】

　食の安全に関する知識の普及啓発のため、市民を対象とした説明会等の開催を通じ、関係者間の意見交
換する場を提供します。

アクション６ 令和５年度目標 令和５年度実績 達成度 備考

A

年１回 年１回 A

令和５年度実績

食の安全市民ネットワーク推進員委嘱 ５名 １０名

達成度

　食の安全に関するさまざまな情報を、リーフレットなどの啓発品や啓発用電子データにより提供し、安全性
確保のための知識の普及に努めます。

９００部

ノロウイルス食中毒予防対策
街頭用啓発品の配布

８００部 ８００部

A

A

【生活衛生課】

ウェブや街中の電光掲示板等を活用した
啓発

年１２回 年５３回

A

A

食中毒予防・手洗い等に関する講習会の実施 １００％※１ ０回

※１依頼のあった講習会について１００％実施します。

年３回 A

【生活衛生課】

講習会の依頼なし

【生活衛生課】
　市民や関係機関等からの要請に応じ、地域の集まりや保育園、学校等の場に伺って食中毒予防や手洗い
に関する講習会を実施します。

アクション７ 令和５年度目標 令和５年度実績 達成度 備考

食の安全市民ネットワーク会議の開催 年２回 年２回

細菌性食中毒予防対策
街頭用啓発品の配布

８００部

達成度 備考

達成度

Ⅰ－（３）　食の安全に関する知識の普及啓発

備考

　前年度食の安全・安心市民講習会受講生のうち希望者を対象に、地域と行政を結び食の安全情報等の伝
達や日頃の購買活動等の中での衛生上の疑問点を市に報告する役割を担う「食の安全市民ネットワーク推
進員」を委嘱するとともに、ネットワーク会議を開催し、地域で発信する情報の共有や意見交換などを行いま
す。

アクション８ 令和５年度目標

令和５年度実績

食の安全フォーラム等の開催 年３回

A

A

令和５年度目標 令和５年度実績

食の安全に関するリーフレット等の配布
情報提供機会（イベ
ント等）の活用

窓口及び市内施設
で配布した

外国人向け英語リーフレットの配布

A

食中毒予防対策
市内小中学校へ啓発品の配布及び啓発用
電子データの配信

年４回配信 年４回

食中毒予防対策
社会福祉施設等へ啓発用電子データの配
信

年２回 年４回

備考アクション９

【生活衛生課】

　「食の安全フォーラム」や「サイエンスカフェ」を開催して、食の安全に関する知識の普及啓発を図ります。

再掲 令和５年度目標

A:達成（１００％）、B：ほぼ達成（８０％以上）、C：未達成（８０％未満）
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ウ）　みんなで学ぼう！食品衛生の開催

エ）　細菌性食中毒予防対策街頭キャンペーンの実施

オ）　ノロウイルス食中毒予防対策街頭キャンペーンの実施

カ）　食の安全・安心市民講習会の開催
【生活衛生課】

　食の安全に関する正しい知識の習得と見識を高めていただくことを目的に、食の安全・安心市民講習会
（講義形式及び施設見学）を開催します。

【食品衛生課】

　　低年齢層を含めた消費者が食品衛生業務を学べる体験型イベントを開催し、食の安全に関する知識の
普及を図ります。

街頭キャンペーンの実施 年１回 年１回

【生活衛生課】

　冬の食の安全注意報事業の一環として、ノロウイルスによる食中毒を予防するための街頭キャンペーンを実
施します。

年１回

達成度 備考

【生活衛生課】

食の安全・安心市民講習会の開催 年６回 年６回

　夏の食の安全注意報事業の一環として、食肉等の生食や加熱不足による細菌性食中毒を予防するための
街頭キャンペーンを実施します。

アクション１１ 令和５年度目標 令和５年度実績

アクション１０

みんなで学ぼう！食品衛生の開催 年１回

A

達成度 備考

A

A

達成度 備考

A

令和５年度目標 令和５年度実績

アクション１３ 令和５年度目標 令和５年度実績

アクション１２ 令和５年度目標 令和５年度実績

街頭キャンペーンの実施 年１回 年１回

達成度 備考

A:達成（１００％）、B：ほぼ達成（８０％以上）、C：未達成（８０％未満）
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ア）　保健所による食の安全に関する相談の受付

イ）　消費生活相談の受付

ア）　庁内調整組織としての食の安全対策会議等の開催

イ）　国・県・他政令市等との連携強化

担当者会議の開催 必要時の迅速な開催 年１回

【生活衛生課】

　厚生労働省、消費者庁をはじめ、埼玉県などの都道府県、他の政令市等との情報共有を密にすることによ
り、消費者被害への対応や広域流通食品による違反食品の流通防止を図るため連携を強化します。

　市民から寄せられる食に関する相談や苦情に対して、必要に応じて調査や業者への指導を行います。

アクション１４ 令和５年度目標 令和５年度実績

食の安全に関する相談受付 丁寧で迅速な対応
丁寧で迅速な対応
を行った（２５３件）

達成度

Ⅱ－（１）　相談等への迅速な対応　

【食品衛生課】

備考

　食の安全・安心に関して、庁内横断的な課題について意見交換や検討を行う食の安全対策会議を開催
し、また、課題の詳細な検討のため、必要に応じ「担当者会議」を開催し関係部局の連携強化を図ります。

アクション１６ 令和５年度目標 令和５年度実績

食の安全対策会議の開催 年３回 年３回

達成度

食品の消費者被害に関する相談受付 丁寧で迅速な対応
丁寧で迅速な対応
を行った（６０６件）

地方自治体間の連携等に関する会議への
出席

年４回 年５回 A

アクション１７ 令和５年度目標 令和５年度実績

国が主催する会議等への出席 年３回 年３回 A

Ⅱ－（２）　相談等における関係部局との連携　

【生活衛生課】

達成度

備考

【消費生活総合センター】

　消費生活相談の一環として、食品の消費者被害に関する相談を受けることにより、食品に係る消費者被害
からの救済を図ります。

アクション１５ 令和５年度目標 令和５年度実績

備考

A

達成度 備考

Ⅱ 食の安全に関する相談に積極的に応じます

A:達成（１００％）、B：ほぼ達成（８０％以上）、C：未達成（８０％未満）
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ア）　食品衛生監視指導計画の策定

ア）　市内営業施設に対する食品衛生監視指導

※法令改正により対象施設が変動するため、経過措置が終了するまでの期間実数での目標設定はせず

実態把握に努めます。

イ）　施設の衛生指導に係る検査の実施

※アクション２４の再掲

ア）　食品衛生検査施設業務管理体制の充実

イ）　食品衛生検査施設の外部精度管理調査への参加

令和５年度目標 令和５年度実績

食品衛生監視指導計画の策定 年１回 年１回

達成度

Ⅲ－（１）　監視指導計画の策定

【生活衛生課】
　市民が安心して食生活をおくることができるよう、総合的な食の安全確保を図るため、食品衛生法に基づ
き、さいたま市食品衛生監視指導計画を策定し、これにより監視指導を行います。

アクション１８ 備考

A

令和５年度目標 令和５年度実績 達成度 備考

　一般衛生管理の実施状況を確認するとともに、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理について、実施状況の確認、指
導を行います。

備考

集団給食施設、食品製造施設等における
ふき取り検査

１５０検体 ５８８検体 A

Ⅲ－（３）　食品衛生検査の信頼性確保

【生活衛生課】

まぐろ取扱い施設等ふき取り検査

外部精度管理調査への参加 年１３回 年１３回

令和５年度実績 達成度再掲

５，１４４件

５，１７４件

A

【生活衛生課、生活科学課】

　厚生労働省が適合確認した機関等が実施する精度管理調査に参加し、検査の精度を適正に保つことに努
めます。

アクション２１ 令和５年度目標 令和５年度実績 備考

　信頼性確保部門の生活衛生課が食品衛生課、食肉衛生検査所及び生活科学課の試験品採取等の状況
や試験検査の実施状況を点検し、検査が適切に行われるように努めます。

アクション２０ 令和５年度目標 令和５年度実績
内部点検の実施 各施設年１回 各施設年１回

【食品衛生課、生活科学課】

　食品関連施設におけるＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の適切な運用を促すため、施設設備の微生物検査等
を実施し、効率的・効果的な指導につなげます。

備考

実態把握に努める
※

Ⅲ－（２）　生産、製造、加工、流通、販売及び調理の
              各段階における監視指導の充実

【食品衛生課】

達成度
A

達成度

アクション１９

許可を要する施設の監視件数

届出を要する施設の監視件数

４０検体 ４２検体 A

令和５年度目標

Ⅲ 食品の安全性を確保するための監視、指導及び検査を強化
します

A:達成（１００％）、B：ほぼ達成（８０％以上）、C：未達成（８０％未満）
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 ア）　市内生産、製造、流通及び販売食品の検査の実施

＜食品衛生課＞

＜食肉衛生検査所＞

イ）　施設の衛生指導に係る検査の実施

ウ）　検査機能の充実

ア）　ＢＳＥスクリーニング検査の実施

イ）　と畜検査等の実施

ウ）　外部検証の実施

０頭

Ⅲ－（４）　検査体制の充実強化

【食品衛生課、食肉衛生検査所、生活科学課】

令和５年度目標 令和５年度実績

Ｂ

検査検体数　微生物 １３０検体 １３０検体

検査項目数　理化学 ２３，６１０項目 ２６，１９３項目

備考

　市内で生産、製造、流通及び販売される食品について、計画的に理化学検査や微生物検査を行い、違反
食品等を排除して食品の安全性確保に努めます。

アクション２２ 令和５年度目標 令和５年度実績

検査検体数　理化学 ３２０検体 ３１９検体

達成度

Ａ

備考

Ｂ

Ａ

達成度

検査検体数　理化学モニタリング（収去） ２０検体 ２０検体

【食肉衛生検査所】

アクション２５ 令和５年度目標 令和５年度実績

検査法改定・整備の実施

Ⅲ－（５）　食肉処理における食肉の安全性の確保

１５０検体 ５８８検体
集団給食施設、食品製造施設等における
ふき取り検査

A

　食品関連施設におけるＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の適切な運用を促すため、施設設備の微生物検査等
を実施し、効率的・効果的な指導につなげます。

アクション２４ 令和５年度目標 令和５年度実績 達成度 備考

備考

１００％ １００％（２３件）

達成度

まぐろ取扱い施設等ふき取り検査 ４０検体 ４２検体

　食品衛生法に基づく規格基準等の検査及び食中毒や苦情等の原因調査に必要な検査を実施するため
に、厚生労働省からの検査に係る新たな通知等に計画的に対応（最新の検査法の導入、作業手順書の改
定、担当職員の検査技術研修）し、検査機能の充実に努めます。

A

A

　と畜場管理者及びと畜業者に対し、HACCPに基づく衛生管理が適切になされているか確認するため、外
部検証を行います。

アクション２８ 令和５年度目標 令和５年度実績

精密検査（遺伝子検査） 疾病診断に必要な検体 ７８検体
精密検査（病理検査） 疾病診断に必要な検体 ２８９検体

精密検査（微生物検査） 疾病診断に必要な検体 ４２５検体

精密検査（理化学検査） 疾病診断に必要な検体 ７２検体

達成度

【食肉衛生検査所】

備考
外部検証実施日数 と畜実施日数 ２４３日

達成度

【生活科学課】

と畜検査頭数

検査項目数　理化学モニタリング（収去） ９８５項目 ９６５項目

【食品衛生課、生活科学課】

A
B

検査項目数　微生物 ２１０項目 ２０６項目

アクション２３

全頭 ６０，１６９頭

達成度

ＢＳＥスクリーニング検査 検査対象の牛等

備考

　ＢＳＥの疑いがある症状又は原因不明の全身症状を呈する牛等に対して、BSEスクリーニング検査を実施し
ます。

アクション２６ 令和５年度目標 令和５年度実績

　と畜場で処理される食肉等について、法に基づき、1頭ごとに目視による検査を行い、必要に応じて精密検
査を実施します。

アクション２７

備考

【食肉衛生検査所、生活科学課】

令和５年度目標 令和５年度実績

A:達成（１００％）、B：ほぼ達成（８０％以上）、C：未達成（８０％未満）
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ア）　学校給食衛生管理講習会の実施

イ）　学校給食用食材の微生物検査の実施

ウ）　学校給食用食材の理化学検査の実施

エ）　学校給食用食材及び調理器具等の細菌検査の実施

オ）　学校給食用の食器・器具等の化学検査の実施

カ）　腸内細菌検査の実施

　学校給食による食中毒の発生を防止するため、学校給食関係者の衛生意識の高揚や衛生管理の徹底を
図ります。

アクション２９ 令和５年度目標 令和５年度実績
学校給食衛生管理講習会の開催 年１回 年１回

達成度

Ⅲ－（６）　学校、保育園、福祉施設等給食関係者への講習会、
　　　　　　指導等の充実

備考
Ａ

備考
Ａ

達成度
学校給食用食材の微生物検査実施 ８校 ８校

令和５年度実績

　学校給食用食材を購入し、調理して児童生徒に給食を提供する立場から、学校給食における食中毒予防
とその安全な実施に資するため、使用する食材について定期的に微生物検査を実施します。

アクション３０ 令和５年度目標

【健康教育課】

【健康教育課】

学校給食用食材・調理器具等細菌検査実施 年１回 年１回

　学校給食に使用する食器や器具等の澱粉性残留物、脂肪性残留物の検査を市立小・中学校で実施しま
す。

　学校給食に使用する食材及び食器や器具、調理員の手などの細菌検査を市立小・中学校で実施します。

アクション３２ 令和５年度目標 令和５年度実績 備考

アクション３１

令和５年度実績
学校給食用食器・器具等化学検査実施

アクション３４

【健康教育課】

【健康教育課】

【健康教育課】

【健康教育課】

Ａ

　学校給食における食中毒予防とその安全に資するため、使用する食材について残留農薬、ヒスタミン、食
品添加物の理化学検査を実施します。

Ａ

達成度
Ａ

年２回
達成度

備考令和５年度目標 令和５年度実績
学校給食用食材の理化学検査実施 ４校 ４校

　学校給食に従事する職員を対象として、腸内細菌検査を市立小・中学校で実施します。

達成度

達成度

Ａ学校給食従事者の腸内細菌検査実施 年２４回 年２４回

令和５年度目標 令和５年度実績

アクション３３ 令和５年度目標
年２回

備考

備考

A:達成（１００％）、B：ほぼ達成（８０％以上）、C：未達成（８０％未満）
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キ）　食の安全に関する情報の提供

ク）　食中毒予防・手洗い等に関する講習会の実施

※１依頼のあった講習会について１００％実施します。
※アクション７の再掲

ケ）　食品関係事業者等への衛生教育の実施

※１依頼のあった講習会について１００％実施します。

※２要請された講習会について１００％実施しました。

※アクション３６の一部再掲

講習会の依頼なし

備考

０回　　　　　福祉関係従事者

食中毒予防・手洗い等に関する講習会の実施 １００％※１ ０回

年４回 年４回

達成度

　学校栄養士の業務の参考となるよう、教育委員会に食の安全に関する情報を提供します。

達成度

１００％
※１ A

達成度

A

備考令和５年度実績

　食品関係に従事する事業者等に対して、自主的な衛生管理意識を高揚させるため、食中毒予防衛生講習
会等の衛生教育を実施します。

　市民や関係機関等からの要請に応じ、地域の集まりや保育園、学校等の場に伺って食中毒予防や手洗い
に関する講習会を実施します。

再掲 令和５年度目標 令和５年度実績

アクション３５ 令和５年度目標 令和５年度実績

食の安全に関する情報の提供

再掲 令和５年度目標

【生活衛生課】

【生活衛生課】

【食品衛生課】

　　　　　給食従事者     １回
※２

備考

講習会の依頼なし

A:達成（１００％）、B：ほぼ達成（８０％以上）、C：未達成（８０％未満）
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ア）　食品関係事業者等への衛生教育の実施

　

※１依頼のあった講習会について１００％の実施を目指します。

※２要請された講習会について１００％実施しました。

イ）　食品関係団体と連携した自主的な衛生管理の推進

令和５年度実績 備考

　　　　　教育関係者 １回

　　　　　一般市民 ６回

１００％
※１　　　　　福祉関係従事者 ０回

　　　　　食の安全市民講習会 １回

食品衛生講習会の開催 計３６回
※２

（内訳）食品関係事業者（市場関係者含む） ２７回

　　　　　給食従事者 １回

A

A

A

A

A

A

達成度

講習会の依頼なし

　食品関係事業者の自主的な衛生管理を推進するため、食品関係団体による食品衛生責任者の養成講習
会及び実務講習会の開催を支援します。

【食品衛生課】

【生活衛生課】

Ⅳ－（１）　事業者への研修実施

　食品関係に従事する事業者等に対して、自主的な衛生管理意識を高揚させるため、食中毒予防衛生講習
会等の衛生教育を実施します。

アクション３６ 令和５年度目標 令和５年度実績 達成度

アクション３７ 令和５年度目標

備考

養成講習会及び実務講習会の開催支援
団体への適切な支
援の実施

団体への適切な支援
を実施（講習会の実
施機関の指定及び会
場を手配）

Ⅳ 事業者の自主的な衛生管理と食品表示の適正化を推進し
ます

A:達成（１００％）、B：ほぼ達成（８０％以上）、C：未達成（８０％未満）
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ア）　食品衛生推進員による自主衛生管理の推進

ア）食品表示にかかる相談受付、指導及び啓発の実施

ア）　埼玉県食品表示監視協議会への出席

食品表示法に基づく適正な食品表示（品質
事項）に関する相談への対応・指導・啓発
の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　【農業政策課】

２３件

食品の適正な栄養成分表示及び虚偽誇大
広告に関する相談への対応・指導の実施
　　【地域保健支援課・保健衛生総務課】

   消費者が食品を選択する上で必要な食品表示を適正に行うよう、市内販売店などへの指導・啓発等を行
います。

アクション３９ 令和５年度目標 令和５年度実績

消費者からの食品表示に関する相談の中
で、対応に問題がある事業者に対する、対
応改善の要望等の実施
　　　　　　　　　　 【消費生活総合センター】

１件

食品表示法の衛生事項に関する相談への
対応・指導・啓発の実施
                               　　　 【食品衛生課】

食品衛生推進員の委嘱 ３０名 ２９名

Ⅳ－（３）　適正でよりわかりやすい食品表示の指導・啓発

B

達成度

適正な食品表示の指
導・啓発

備考

　食品表示の監視等に関する関係機関の連携強化を図るため、関東農政局が中心となって開催する、埼玉
県内の食品表示行政担当部局等の表示情報共有や意見交換のため会議に参加します。

アクション４０ 令和５年度目標 令和５年度実績

埼玉県食品表示監視協議会の出席 年２回 年２回

食の安全に関する説明会等での必要に応
じた、食品表示に関する啓発リーフレット等
の配布
　　　　　　　　　　　　【生活衛生課】

イベント等の情報提供
機会の活用

４件

Ⅳ－（４）　関係機関との連携強化

達成度 備考

A

Ⅳ－（２）　ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の指導

【生活衛生課】

【消費生活総合センター、食品衛生課、農業政策課、
地域保健支援課、保健衛生総務課、生活衛生課】

【消費生活総合センター、生活衛生課、農業政策課】

４４件

達成度 備考アクション３８ 令和５年度目標 令和５年度実績

７２件

　食品衛生法に基づき、民間の協力者を食品衛生推進員として委嘱し、講習会等を通じて育成することによ
り、営業施設の巡回活動をはじめとした食品等事業者の食品衛生向上に関する自主的な活動を促進しま
す。

A:達成（１００％）、B：ほぼ達成（８０％以上）、C：未達成（８０％未満）
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ア）　農薬等使用の啓発活動

Ⅴ 　農薬の適正使用

　農薬の適正使用にあたって、農業協同組合等と連携を図りながら、農業者に対する農薬の適正使用や農
薬に頼らない防除技術の導入、使用履歴の記帳の推進に努めます。
　また、一般市民も対象とした農薬の適正使用の遵守に向け、リーフレット等の配布により啓発活動を行いま
す。

アクション４１ 令和５年度目標 令和５年度実績 達成度 備考
農薬等使用研修会の開催 年１０回 年８回 B

【農業政策課】

Ⅴ 安全で安心できる食生活の一助として、地産地消を推進
します

A:達成（１００％）、B：ほぼ達成（８０％以上）、C：未達成（８０％未満）
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ア）　第３次さいたま市食育推進計画の推進における会議の開催

イ）　食育の普及啓発

ア）　サイエンスラボの開催

イ）　みんなで学ぼう！食品衛生の開催

※アクション10の再掲

　市民への食育の普及啓発のためにポスター及びリーフレット等を作成し活用します。
　ポータルサイト「さいたま市食育なび」において、食育に関する市及び各種団体からの一元的な情報発信・
情報交換を図ります。

アクション４３ 令和５年度目標 令和５年度実績 達成度 備考

年３回健康づくり推進会議の開催 年３回

令和５年度実績

健康づくり・食育推進協議会の開催 年３回 年３回

Ⅵ－（１）　食育推進計画の推進

　市民が食育を通して、心と身体の健康を培い、豊かな人間性、自然への感謝の気持ちを育むことを目指
し、市民、地域、各種団体などと行政が協働し、食育に取り組みます。
　健康づくり・食育推進協議会及び健康づくり推進会議を開催し、第３次さいたま市食育推進計画の推進の
ため食育に関する庁内外の連携・調整等を図ります。

アクション４２ 令和５年度目標

A

【保健衛生総務課】

【保健衛生総務課】

備考達成度

A

　健康科学研究センターでは、小学校高学年とその保護者や高校生を対象に科学教室を開催し、実験を通
じて食品への関心と興味の啓発を図ります。

Ⅵ－（２）　食への関心を深めるための体験・体感学習の推進

「さいたま市食育なび」による食育に関する
情報発信（アクション１再掲）

正確でわかりやす
い情報の提供

正確でわかりやす
い情報の提供に努
めた（「さいたま市
食育なび」アクセス
数２５６，３００件）

食育に関する媒体による普及 ６種類 ６種類 A

【生活科学課】

【食品衛生課】

　低年齢層を含めた消費者が食品衛生業務を学べる体験型イベントを開催し、食の安全に関する知識の普
及を図ります。

再掲 令和５年度目標 令和５年度実績

アクション４４ 令和５年度目標 令和５年度実績
サイエンスラボの開催 ２プログラム

備考
みんなで学ぼう！食品衛生の開催 年１回 年１回

A

達成度
A

３プログラム
達成度 備考

Ⅵ 市民一人ひとりが食を大切に思う気持ちと、望ましい
食習慣を身につけるため、「食育」を推進します

A:達成（１００％）、B：ほぼ達成（８０％以上）、C：未達成（８０％未満）

A: B C
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ア）　学校の教育活動全体を通じて行う食育への支援

イ）　学校訪問指導

ウ）　栄養教諭の配置及び配置校での研修

エ）　教職員を対象とした研修の実施

オ）　啓発活動

ア）　自分にとって適切な食事の内容・量の普及啓発

イ）　栄養関係団体等への育成支援

ウ）　食生活改善推進員の育成支援

新規採用研修対象者の訪問指導 年１回 年１回

　「学校における食育」の推進のために、市内の学校へ栄養教諭を配置します。栄養教諭の配置校では、学
校全体で学校における食育を進めています。

Ａ

　各学校では、教職員が食育全体計画に基づき、学校給食を教材として活用し、給食の時間はもとより、関連
教科等における食に関する指導を意図的、計画的、継続的に取り組みます。

　新規採用研修対象者の訪問指導を行います。

アクション４５ 令和５年度目標 令和５年度実績 達成度 備考

Ⅵ－（３）　学校における食育の推進

【健康教育課】

【健康教育課】

食育推進担当者研修会の開催 年１回 年１回

栄養教諭・学校栄養職員研修会の開催 年２回 年２回 Ａ

　食育推進担当者研修会、栄養教諭・学校栄養職員研修会、学校給食週間記念行事等を実施します。

アクション４７ 令和５年度目標 令和５年度実績 備考

アクション４６ 令和５年度目標 令和５年度実績
栄養教諭の配置（新規採用校） １０校 １２校

達成度 備考

【健康教育課】

栄養関係団体育成研修会の開催 年３回

　食生活改善推進等を行うボランティア団体の活動に対し、研修会を開催するなどの育成支援を行います。

　健康づくりの環境を整備するため、給食施設や地域における健康づくりに携わっている栄養関係団体等に
対し、育成、支援を行います。

アクション５０ 令和５年度目標 令和５年度実績

アクション５１ 令和５年度目標 令和５年度実績

食生活改善推進員協議会の開催回数（総会・理事会） 年４回 年５回

年４回

【地域保健支援課、保健センター】

３５０（７００）人

Ａ

【保健センター】

食育推進ポスターの応募数 １００枚 １６１枚

備考

備考

年１０７回

食生活改善推進員協議会の参加者数（総会・理事会） ７０人 １３５人
食生活改善推進員１０地区合同研修会の開催回数 年３回 年３回

３８０（１，１２２）人 A

A

B

A

達成度 備考
A

達成度 備考

A

A

【地域保健支援課】

食生活改善推進員育成教室の会員数（参加者数）

Ａ
Ａ

達成度

Ａ

達成度

Ａ

　食事は楽しく、バランスよく、そして適量をとることが大切であり、そのための方法についてパンフレット等を
活用しながら普及啓発を図ります。

アクション４９ 令和５年度目標 令和５年度実績
パンフレットの配布 １０，０００部 １３，０２８部

９００人 ９３４人

達成度

学校給食週間記念行事の開催 年１回 年１回

　健康づくり標語の募集等を行います。

【健康教育課】

食生活改善推進員育成教室の開催 年７７回

A

食生活改善推進員１０地区合同研修会の参加者数 １００人 ９２人

【健康教育課】

Ⅵ－（４）　栄養バランスのとれた食生活の定着

アクション４８ 令和５年度目標 令和５年度実績

健康づくり標語の応募数

A:達成（１００％）、B：ほぼ達成（８０％以上）、C：未達成（８０％未満）
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エ）　食生活改善推進員養成講座の開催

ア）　生活習慣病等予防教室の開催

イ）　生活習慣病予防学校検診の実施

ア）　保健機能食品等についての正しい知識の普及啓発
【保健衛生総務課、生活衛生課、地域保健支援課、食品衛生課】

【保健センター】

A

Ⅵ－（５）　食を通じた健康づくりのための情報提供

　糖尿病や虚血性心疾患、脳血管疾患等の命にかかわる危険な病気の要因となる内臓脂肪症候群や歯周
病などについての正しい知識を身につけ、生活習慣を見直すための教室を実施します。

アクション５４ 令和５年度目標 令和５年度実績 達成度 備考

米飯給食の回数 ３．５回/週 ３．５回/週
地場産物の活用率（食品数ベース） ３０．０％

【健康教育課】

備考

オ）　学校給食における地場産食材の活用及び日本型食生活や
　　　食文化の伝承

　学校給食において地場産物を活用した献立を作成します。また、郷土料理、伝承料理を取り入れた献立を
作成します。

アクション５３ 令和５年度目標 令和５年度実績

アクション５２ 令和５年度目標

パンフレットの配布
情報提供機会（説明
会等）の活用

窓口等での配布に
努めた

健康づくり協力店情報の発信 年１回＋変更時 年１回＋変更時

Ⅵ－（６）　「確かな目をもって食べる」ための知識の啓発

　健康づくりに関する情報の発信やバランスメニューを提供している飲食店を「健康づくり協力店」として指定
し、ホームページなどで周知します。指定店舗については、年1回以上巡回を行います。

アクション５６ 令和５年度目標 令和５年度実績

健康づくり協力店指定店舗数 １００店舗 １０１店舗

達成度

健康サポートクラブへの参加率 ４０．０％ ４４．０％

ウ）　健康づくり協力店における健康づくりに関する情報・バランスメニューの提
供の推進

備考

A

達成度 備考

【地域保健支援課】

　特定保健用食品やいわゆる健康食品等についての正しい知識を普及啓発するため、食の安全に関する説
明会等において必要に応じ、啓発リーフレット等の配布を行います。

アクション５７ 令和５年度目標 令和５年度実績

　市内公立小学校の小１～小３の肥満度２０％以上、小４と中１においては、肥満度３５％以上を検診対象者
としています。各学校では、校内継続指導マニュアルに基づき、校内体制である健康サポートクラブへの参
加を希望する者に対し、養護教諭、栄養教諭・学校栄養職員等を中心に経過観察、継続指導を行います。
また、対象者のうち肥満度３５％以上かつ腹囲身長比０．５以上で、受診を希望する者に対し、医師、栄養教
諭・学校栄養職員等による医療や栄養の個別指導を実施し、子どもたちの健康管理に努めていきます。

アクション５５ 令和５年度目標 令和５年度実績 備考

生活習慣病予防教室の開催 年６８回 年７０回

歯周病予防教室の開催 年１０回 年１０回

２７．４％ B

【保健センター】

【健康教育課】

　地域における食生活改善のための組織的活動を行う推進員となって、ボランティア活動に参加できる市民
を対象に、食生活改善推進員の養成講座を実施します。

A

達成度
A

A

達成度

Ａ

備考
食生活改善推進員養成講座修了者 ２５人 ３７人

達成度令和５年度実績

A:達成（１００％）、B：ほぼ達成（８０％以上）、C：未達成（８０％未満）
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